
居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書について

【担当】福祉保険部介護保険課管理給付係

提出にあたっての注意事項

1

届出書の提出時期
→サービス開始月の月末までに届出書を提出してください。
※新規、更新、区分変更申請中の場合は、認定結果が出てから届出書を提出してくだ
 さい。

窓口提出日の記録
→写しを取るなどして、いつ窓口へ提出したか分かるよう記録をしておいてください。
 電話での頻回な問い合わせには対応しかねます。

事業所名
→要介護認定区分、事業所名を確認して、事業所名を記載してください。
 委託を受けている居宅介護支援事業所の名前や、介護予防支援の指定を受けていな 
 い事業所の名前が記載された届出書の提出が散見されます。

適用開始年月日
→介護認定の有効期間、サービスの提供開始年月日を確認して、正しい適用開始年月
 日を記載してください。介護認定有効期間外の年月日が記載されている等、誤った
 適用開始年月日が記載された届出書の提出が散見されます。     
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月末までの要介護認定情報や居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の情報が、翌月初
めに国保連に提供され、その情報を基に国保連で審査・支払いが行われる。

届出書の提出時期と請求時期について

2

 翌月の介護給付費が請求可能！

居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出

要介護認定結果が出ている

＋
月
末
ま
で
に

【例：３月にサービス提供開始し、同月分の請求を４月に行う場合】
（例１）３月２４日に要介護認定結果が出て、３月３０日までに届出書を提出→４月の請求可
（例２）３月３１日に要介護認定結果が出て、４月１日に届出書を提出   →４月の請求不可
（例３）４月１日に要介護認定の結果が出て、４月６日に届出書を提出   →４月の請求不可 


